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港湾環境整備負担金について 

 

  ○制度概要 

   本制度は、港湾法第 43条の５の規定に基づき、港湾管理者が

実施した港湾環境の整備・保全等を図る工事に要した費用の一

部を、臨港地区又は港湾区域内にある工場、事業場等に係る事

業者の皆様にご負担いただくものです。具体的には、横浜市港

湾環境整備負担金条例にて運用しております。 

 

○負担対象事業者 

   臨港地区又は港湾区域内にある工場又は事業場の敷地面積の

合計が 1万平方メートル以上の事業者 

 

○負担対象工事 

・ 港湾環境整備施設の建設又は改良の工事 

・  港湾環境整備施設の維持の工事 

・  港湾における漂流物の除去その他の清掃 
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令 和 ５ 年 度 負 担 対 象 工 事 の 指 定 に 関 す る 一 覧 表  

 

 

 

 

工事の 

種 類 

工事の 

名 称 

工事が 

実施された場所 

工事 

の完 

了し 

た日 

工事に 

要した費用 
負担区域 

負担の 

割合 

負担金の額の計算

の基礎となる当該

工事に係る負担区

域内にある工場又

は事業場の敷地の

面積等の合計 

港湾環境

整備施設

の建設又

は改良の

工事 

緑地の 

建設の 

工事 

内港地区 

令和 

５年

３月

31日 

まで 

円 

 

 

 

111,288,100 

 

 

  

臨港地区 １/16 

㎡ 

 

 

 

26,999,252.18 

港湾環境

整備施設

の維持の

工事 

緑地の 

維持の 

工事 

大黒ふ頭地区 

神奈川地区 

山下ふ頭地区 

新山下地区 

本牧ふ頭地区 

金沢地区 

鶴見地区 

磯子地区 

内港地区 

円 

 

 

 

 

277,289,695 臨港地区 

１/２ 

 

１/８ 

 

１/16 

㎡ 

 

 

 

 

26,413,240.56 

  

港湾にお

ける漂流

物の除去

その他の

清掃 

海面清掃 

横浜港港湾区域内 

円 

 

166,362,660 

 臨港地区

及び 

港湾区域 

１/２ 

㎡ 

 

 

 

27,737,606.62 

沈船処理 

円 

 

13,025,100 
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                港湾環境整備負担金の負担対象工事 位置図            令和５年 3月 31日現在 

八景島緑地 

本牧ふ頭緑地 

金沢白帆緑地 

横浜港シンボルタワー緑地 

山下ふ頭緑地 

内港地区緑地 

大黒ふ頭緑地 末広水際線プロムナード 

杉田臨海緑地 

臨港パーク 

 

沈船処理（鶴見区大黒町） 

 
 

赤レンガパーク 

 
 

新港パーク 

国際交流ゾーン 

 
 

汽車道 

 
 

臨港地区

緑地の建設・改良工事実施箇所

緑地の維持工事実施箇所

港湾区域（海面清掃実施区域）

沈船処理実施箇所

凡　　　例　
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